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■ 地方公共団体は、地球温暖化対策推進法第21条に基づき、地球温暖化対策計画に即して、
地方公共団体実行計画（地方公共団体の温室効果ガス削減計画）を策定することとされている。

１．事務事業編

公共施設における再エネ・省エネ設備導入など、自らの事務及び事業に関する温室効果ガス削減計画

（すべての地方公共団体に義務付け）

地方公共団体実行計画（事務事業編）

２．区域施策編

① 事業者・住民等の取組も含めた区域全体の削減計画。以下４項目の施策と、施策の目標を定める。
（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市に義務付け、その他市町村は努力義務。）

② すべての市町村は、①に加えて、地域の再エネ事業（地域脱炭素化促進事業）の実施に関する要件
（対象となる区域（促進区域）、事業に求める地域貢献の取組等）を定めるよう努める。
また、要件を満たす事業計画について認定を行う。

③ 都道府県は、①に加えて、市町村が促進区域を定める際の環境配慮の基準を定めることができる。

• 再生可能エネルギー導入の促進
• 地域の事業者、住民による省エネその他の排出抑制の推進
• 都市機能の集約化、公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善
• 循環型社会の形成

地方公共団体実行計画（区域施策編）

地方公共団体実行計画の概要

※令和６年度改正温対法により、令和７年４月から「地域の再エネ事業の実施に関する要件を市町村
と共同策定」、「複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定等」が可能となる。
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地方公共団体実行計画（事務事業編・区域施策編）の全体像

地方公共団体実行計画（事務事業編） 地方公共団体実行計画（区域施策編）

1 区域施策編策定の基本的事項・背景・意義
• 地球温暖化対策を巡る動向、区域の特徴、基準年度、目標年度及び計

画期間、計画の策定・実施に係る体制

2 温室効果ガス排出量の推計・要因分析
• 区域施策編で把握すべき温室効果ガス排出量の推計・要因分析（現況

推計含む）

３ 計画全体の目標
• 区域施策編で掲げる計画全体の目標（総量削減目標、その他の目標

等）

４ 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策

• 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策

５ 地域脱炭素化促進事業に関する内容

• 【都道府県】促進区域の設定に関する基準

• 【市町村】地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項

６ 区域施策編の実施及び進捗管理
• 地方公共団体実行計画（区域施策編）に基づく措置及び施策の実施状

況の公表

1 背景
• 地球温暖化の状況や、地球温暖化対策を巡る国際的な動き及び我が国で

の取組の動向、庁内でのこれまでの取組 

2 基本的事項
• 計画策定の目的、対象とする範囲、対象とする温室効果ガスの種類、計画

期間、上位計画等との関連性

３ 温室効果ガスの排出状況
• 基準年度を含む過年度における「温室効果ガス総排出量」の算定結果、温

室効果ガスの排出量の増減要因の分析結果

４ 温室効果ガスの排出削減目標
• 基準年度から目標年度にかけての「温室効果ガス総排出量」の削減目標

５ 目標達成に向けた取組
• 設定した目標を達成するための取組についての、基本方針と具体的な内容

６ 進捗管理体制と進捗状況の公表
• 事務事業編の推進体制や進捗管理の仕組み

◼ 環境省は、地方公共団体実行計画に関する国の技術的な助言として、「地方公共団体実行計画策定・実施マニュア
ル」を作成しており、地方公共団体実行計画の一般的な構成として考えられるものとして、以下のとおり整理している。
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地方公共団体実行計画制度の施行状況

出所）環境省地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査結果（令和5年10月1日現在）
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei5.html

地方公共団体実行計画策定状況（2023年10月時点調査）

団体区分 回答団体数
事務事業編 区域施策編

策定団体数 策定率 策定団体数 策定率

都道府県 47 47 100% 47 100%

政令指定都市 20 20 100% 20 100%

中核市 62 62 100% 62 100%

施行時特例市 23 23 100% 23 100%

その他人口１０万人以上の市区町村 176 176 100% 142 80.7%

人口３万人以上１０万人未満の市区町村 483 479 99.2% 234 48.4%

人口１万人以上３万人未満の市町村 453 425 93.8% 108 23.8%

人口１万人未満の市町村 524 425 81.1% 91 17.4%

その他市区町村計
（政令指定都市、中核市、施行時特例市除く）

1,636 1,505 92.0% 575 35.1%

計（都道府県＋市区町村） 1,788 1,657 92.7% 727 40.7%

地方公共団体の組合 1,508 632 41.9%

計 3,296 2,289 69.4%

◼ 地方公共団体実行計画の策定状況については以下の通り。小規模な団体における策定・実行が課題。
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地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法）の概要

• 地球温暖化対策計画の策定（温対本部を経て閣議決定）※毎年度進捗点検。３年に１回見直し。
• 地球温暖化対策推進本部の設置（本部長：内閣総理大臣、副本部長：官房長官・環境大臣・経産大臣）

気候系に対し危険な人為的干渉を及ぼさない水準に大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、地球温暖化を防止することが人

類共通の課題。社会経済活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進する措置等により地球温暖化対策の推進を図る。

→法目的に加え、新たに2050年カーボンニュートラルを含む地球温暖化対策の「基本理念」規定を追加。

１．法目的・基本理念

２．地球温暖化対策の総合的・計画的な推進の基盤の整備

３．温室効果ガスの排出の抑制等のための個別施策

⚫ 事務事業編
国・自治体自らの事務・事業の排出量の削減計画

⚫ 区域施策編
都道府県・中核市等以上の市も、自然的社会的条件に応じた区域内の排出
抑制等の施策の計画策定義務

→区域施策編に、施策目標を追加。また、地域脱炭素化促進事業
に関する方針も追加し、これに適合する事業の認定制度を新設。

政府・地方公共団体実行計画

⚫ 温室効果ガスを3,000t/年以上排出する事業者（エネ起CO2はエネルギー使
用量が1,500kl/年以上の事業者）に、排出量を自ら算定し国に報告すること
を義務付け、国が集計・公表

⚫ 事業者単位での報告

→電子システムでの報告の原則化・事業所等の情報についても開
示請求の手続なく公表。

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

⚫ 全国地球温暖化防止活動推進センター（環境大臣指定）
一般社団法人地球温暖化防止全国ネットを指定

⚫ 地域地球温暖化防止活動推進センター（県知事等指定）

⚫ 地球温暖化防止活動推進員を県知事等が委嘱

→地域地球温暖化防止活動推進センターの事務に、事業者向け
啓発・広報活動を明記。

地球温暖化防止活動推進センター等

⚫ 事業活動に伴う排出抑制（高効率設備の導入、冷暖房抑制、オフィス機器
の使用合理化等）

⚫ 日常生活における排出抑制（製品等に関するCO2見える化推進、３Rの促
進等）

これら排出抑制の有効な実施の指針を国が公表
（産業・業務・廃棄物・日常生活部門を策定済み）

排出抑制等指針等

令和4年4月に施行された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」における改正内容を赤字で記載。



地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要（令和６年度改正）

パリ協定に基づく我が国の目標（NDC）の確実な達成に向けて国内外で地球温暖化対策を加速するため、以下の措置を講ずる。

① 二国間クレジット制度（JCM）の着実な実施を確保するための実施体制強化
② 地域共生型再エネの導入促進に向けた地域脱炭素化促進事業制度の拡充 等

• 二国間クレジット制度（JCM）は、優れた脱炭素技術に
よるパートナー国での排出削減に加え、脱炭素市場の創
出を通じた我が国企業の海外展開やNDC達成にも貢献。

• 増加するパートナー国・プロジェクトに関する調整や、排出
削減・吸収量の目標達成※に向けて、JCMの実施体制の
強化が急務。

• また、地域共生型再エネの導入促進のため、再エネ促進区
域の設定等の加速化に向けた制度の拡充が必要。

• パートナー国との調整等を踏まえた
JCMクレジットの発行、口座簿の管
理等に関する主務大臣の手続等を
規定する。

• 現状、業務の内容に応じ、政府及
び複数の事業者が分担し実施して
いるJCM運営業務を統合するととも
に、主務大臣に代わり、JCMクレジッ
トの発行、管理等を行うことができる
指定法人制度を創設する。

• 現状、市町村のみが定める再エネ促進区域※等について、都道府県及び市町村が共同して定める
ことができることとし、その場合は複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定を都道
府県が行うこととする。

• 許認可手続のワンストップ化特例について、対象となる手続を新たに追加する。
※再エネ促進区域：地方公共団体実行計画において定められる、地域共生型の再エネ導入等を促進する区域

2030年度の温室効果ガス46％削減、2050年カーボンニュートラルの実現へ

背景 主な改正内容

二国間クレジット制度（JCM）の実施体制強化等1

地域脱炭素化促進事業制度の拡充2

上記に加えて、日常生活における排出削減を促進するため、以下に関する規定を整備

• 原材料の調達から廃棄までのライフサイクル全体の排出量が少ない製品等の選択の促進
• 排出削減に資するライフスタイル転換の促進 等

改正法の施行期日：令和7年4月1日 ※一部の規定は公布日等施行

バイナリー方式地熱発電（フィリピン） 水上太陽光発電（埼玉県所沢市）

バイオガスプラント（北海道上士幌町）廃棄物発電（ベトナム）

地域共生型再エネの例JCMプロジェクトの例

※パートナー国は2022年8月以降12か国増加し計29か国。また、2030年度まで
に累積1億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量を確保するとの目標に対し、
既存プロジェクトによる累積削減量は約2,300万t-CO2。（2024年2月時点） 

5
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地方公共団体実行計画と関連する法令・計画等の関係

◼ 地方公共団体は、地球温暖化対策推進法に基づき、地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体実行
計画を策定するものとされている。

◼ 地球温暖化対策計画は、地方公共団体に対して、地方公共団体実行計画（事務事業編）において、政
府実行計画に準じて取組を行うことを求めている。

◼ 国（環境省）は、地球温暖化対策推進法等に基づき、地方公共団体に対して、技術的助言として、地方
公共団体実行計画策定・実施マニュアルを策定している。

政府実行計画
（政府が閣議決定）

地球温暖化対策計画
（政府が閣議決定）

地方公共団体実行計画策定・実施
マニュアル（環境省が策定）

地球温暖化対策推進法

政府

地方公共団体実行計画
（事務事業編）

地方公共団体実行計画
（区域施策編）

地方公共団体

即して策定

準じて取り組む

技術的助言

地域脱炭素ロードマップ
（「国・地方脱炭素実現会議」が決定）

地球温暖化対策計画へ反映

基づき策定

地方公共団体実行計画
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地球温暖化対策推進法改正等に伴い新たに実行計画に求められること

◼ 地球温暖化対策推進法の改正や地球温暖化対策計画の改定により、地方公共団体は新たに地方公共
団体実行計画の改定等の対応が求められている。

○地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定については、都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市

 が義務付けられおり、地球温暖化対策推進法の改正によりその他の市町村は努力義務とされた。

○区域施策編において、再エネ目標の設定をはじめとする施策の実施に関する目標を定めることが規定された。

【温室効果ガスの排出量の削減等を行うための施策に関する事項】

再生可能エネルギー導入の促進 都市機能の集約化、公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善

地域の事業者、住民による省エネその他の排出抑制の推進 循環型社会の形成

○実行計画マニュアルにおいても、地球温暖化対策計画に即して、長期目標としてカーボンニュートラルの達成、

中期目標も野心的な目標（46％削減等）の設定を推奨している。

区域施策編における対応

事務事業編における対応

2030年度までに50％削減（2013年度比）に見直し 太陽光発電の最大限導入

新築建築物のZEB化

積極的な再エネ電力調達

○地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）では、地方公共団体実行計画（事務事業編）に関する
取組は、政府実行計画※に準じて行うこととされた。

電動車・LED照明の導入徹底

廃棄物の３R+Renewable

○実行計画マニュアルにおいても、政府実行計画を踏まえた野心的な目標（温室効果ガス削減目標を2030
年度までに50%削減（2013年度比））設定を推奨している。

※ 政府の事務・事業に関する温室効果ガスの排出削減計画
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温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度の仕組み

市町村：促進区域等の策定

◼ 地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の
取組を自らの計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みが令和4年4月から施行。

◼ 地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネを推進。

市町村：事業計画の認定事業者：事業計画の作成

市町村が、

住民や事業者等が参加する協議会を活用し、

⚫ 再エネ事業に関する促進区域や、

⚫ 再エネ事業に求める

・地域の環境保全のための取組

・地域の経済・社会の発展に資する取組

 を自らの計画に位置づける。

※促進区域は、国や都道府県の基準に基づき定める。

事業者は、

⚫ 協議会における合意形成を
図りつつ、

⚫ 市町村の計画に適合するよ
う再エネ事業計画を作成し、
認定の申請を行う。

市町村は、事業計画の申請を受け、

⚫ 事業者の代わりに国や都道府県に協
議し、同意を得た上で、

⚫ 市町村の計画に適合する、環境に適
正に配慮し、地域に貢献する再エネ
事業計画を認定。
※ 国・都道府県への協議は事業計画に関係法令の許可手続等を

要する行為が記載されている場合のみ。この場合、認定事業は
当該許可手続等が不要に（ワンストップ化の特例）。

※ 都道府県の基準に基づいて策定された促進区域内における認
定事業は、アセス法の配慮書手続が不要に。

促進区域に係る全国一律の環境配慮基準の策定
促進区域に係る地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準の策定

制度全体のイメージ

協議
同意

協議会

個別法令に基づく
事業計画の確認

国
都道府県

地域に役立つ再エネ事業を誘致
事業の予見可能性が向上
協議会の活用等により、合意形成がスムーズに

地域資源である再エネの使い方や誘導したいエリアを、
地域自らが議論

事業者

環境保全等に関する情報

その他

再エネポテンシャル

情報の重ね合せと議論

促進区域
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認定を受けた太陽光発電への課税標準特例措置（固定資産税）

◼ 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の対象を見直し、地域

脱炭素化促進事業の認定を受けた一定の太陽光発電設備などについて、令和６年度から固

定資産税を軽減。

○ 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置【拡充・延長】
（固定資産税）
 ・ 再生可能エネルギーの最大限の導入を進めるため、再生可能エネルギー発電設備について、新たに賦課され
る年度から３年度分に限り、課税標準となるべき価格に一定の割合を乗じて固定資産税を軽減する措置につい
て、地域と共生した再エネを促進するための所要の見直しを講じたうえで、適用期限の延長（２年間）を行う。 

⇒ 対象となる太陽光発電設備について、ソーラーカーポートの導入支援補助金を受け取得した設備から、地球
温暖化対策推進法に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備及びグリーンイ
ノベーション基金の支援を受けて取得した一定のペロブスカイト太陽電池設備に見直した上で、適用期限を２年
間延長することとされた。
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地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査

◼ 毎年度、地方公共団体（実行計画の策定義務のある団体）に対して「地方公共団体における地球温暖
化対策の推進に関する法律施行状況調査」を実施している。

◼ 実行計画の策定状況、計画策定上の課題、計画の推進体制、地球温暖化対策・施策の実施状況等を調
査している。

◼ 調査結果は環境省HP、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトで公表している。令和3年度調査
からは、一部の結果をオープンデータとして公開している。

＜施行状況調査報告書概要版から＞

【環境省HP】地方公共団体における地方公共団体実行計画に基づく地球温暖化対策への取組状況等 https://www.env.go.jp/earth/dantai/index.html
【実行計画支援サイト】施行状況調査の結果 https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei5.html

10

https://www.env.go.jp/earth/dantai/index.html
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei5.html
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公共施設への太陽光発電の導入状況のフォローアップについて

◼ 公共施設への太陽光発電の導入については、規制改革実施計画（令和4年6月及び令和5年6月閣議決
定）も踏まえつつ、着実にPDCAサイクルを回していく。

政府

地方公共団体

➢ 環境省が、毎年度、各府省庁に対して「フォローアップ調査」を実施し、各府省庁が政府実行計画に基づ
き実施した取組・実績を調査・把握し、取りまとめ。取りまとめた情報については、中央環境審議会の意見
を聴いた上で、その意見とあわせて地球温暖化対策推進本部幹事会に報告し、公表。
• 毎年、各府省庁における太陽光発電の導入実績や導入見通し（注1）について、設備容量（kW）ベースで施設の
種別等に応じて把握していく。

• その上で、今年度は、地方公共団体を含む2030年度までの公共部門の導入目標達成に向けて、関係府省庁が
参加する連絡会議を新たに設置し、施設種別のkWベースでの太陽光発電の導入目標の策定・精緻化も含め、公
共部門の導入目標の着実な達成に向けて適切に調整を行うなど必要な措置を講ずる。また、導入目標を踏まえつつ、
各府省庁で太陽光発電の整備計画を立てる予定。

➢ 環境省が、毎年度、各地方公共団体に対して「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する
法律施行状況調査」を実施し、各地方公共団体が実施した取組を調査・把握し、取りまとめて公表。
• 毎年、各地方公共団体の協力を得ながら、太陽光発電の導入実績や導入見通し（注1）について、設備容量
（kW）ベースで施設の種別等に応じて把握していく。

• その上で、所管行政分野で地方公共団体が多くの施設を所有している省庁（注2）が、上記実績や見通しを踏まえ、
令和６年３月に施設種別の設備容量（kW）ベースの目標設定を行った（p.12施設種別の導入目標参照）。

• 当該省庁は、地方公共団体の公共施設の各所管部署へ取組が進むよう働きかけを行う予定。
（注1）：導入見通し（2030年度に50%設置した場合のkW導入量の推計）

（注2）：警察庁（警察施設）、こども家庭庁（児童福祉施設）、総務省（消防施設）、文部科学省（学校施設、社会教育施設）、厚生労働省（福祉施設、医療施設）、国土交通省（公営住宅）、

  環境省（棄物処理施設）



地方公共団体保有施設における太陽光発電の施設種別の導入目標

※1 地方公共団体施設における「導入目標」は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査により把握した太陽光発電設備の導入ポテンシャルをベースに算出したもの（下水道施設を除く）。

本導入目標を参考に、地方公共団体自身が政府実行計画に準じた目標（自団体の設置可能な施設の約50％以上に太陽光発電設備を設置する等）を設定し、自ら取り組むことを想定しているが、関係省庁で連携しながら支援や助言、情報提供等を実施する。

※2 下水道施設における「導入目標」は、第17回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース  会議資料1-1 「水循環政策における再生可能エネルギー導入促進に向けた数値目標」で公表されている数値を基に算出したもの。

※3「その他施設」には、総計値だけ回答した団体の数値を含む（総計値と施設分類別合計値の乖離分を算出し、その値を「その他施設」へ計上）。

※4 施設種別合計値は、小数点以下の数字を四捨五入している関係で、施設種別ごとの数値を足し上げた場合の数値と一致しない場合がある。

◼ 2024年３月開催の「公共部門等の脱炭素化に関する関係府省庁連絡会議」（第2回）で決定。
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2030年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）（令和３年10月）
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2030年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）（令和３年10月）
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2030年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）（令和３年10月）
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関係省庁による施策のフォローアップ

電源 施策 関係省庁名

太陽光

公共部門の率先実行（６.0GW） 環境

地域共生型太陽光発電の導入／地域共生型再エネの導入促進（8.2GW） ★環境・農水

空港の再エネ拠点化（2.3GW） 国交

民間企業による自家消費促進（10.0GW） 環境

新築住宅への施策強化（3.5GW） ★国交・経産・環境

風
力

陸
上

環境アセスメントの対象の適正化等（2.0GW） ★経産・環境

改正温対法による促進（0.6GW） 環境

系統増強等（2.0GW） 経産

洋
上

ハンズオンサポートの実施等（再エネ海域利用法に基づく案件形成と公募の実施）（2.0GW） ★経産・国交・環境

系統増強等（2.0GW） 経産

地熱

JOGMECによるリスクマネーの供給・先導的資源量調査や掘削技術開発の成果の共有等を実施（0.3GW） ★経産・環境

自然公園内を中心とした、JOGMEC自らが行う「先導的資源量調査」の実施等（0.5GW） ★経産・環境

旧ミックス達成に向けた施策強化 ※50億kWh ★経産・環境

水力
既存設備の最適化・高効率化/長時間流入量予測技術の活用等による効率的な貯水池運用の実施 ※80億kWh ★経産・国交

旧ミックス達成に向けた施策強化 ※50億kWh ★経産・国交・農水

バイオマス
国産木質バイオマス利活用の拡大やバイオマス燃料の持続可能性確保（0.08GW） ★経産・農水

廃棄物発電の導入加速（0.6-0.7GW） 環境

16

第63回再エネ大量導入小委（環境省説明資料）より抜粋

総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第63回）

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/063.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/063.html
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参考条文等
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（参考）地球温暖化対策推進法 実行計画に関する規定 1/４

（地方公共団体実行計画等）

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に
関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 計画期間

二 地方公共団体実行計画の目標

三 実施しようとする措置の内容

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項

３ 都道府県及び指定都市等（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指
定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。）は、地方公共団体実行計画において、前項各
号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に
掲げるものを定めるものとする。

一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項

二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの
排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項

三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排
出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項

四 その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法（平成十二年法律第百十号）第二条第二項に規定する廃棄物等をい
う。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同条第一項に規定する循環型社会をいう。）の形成に関する事項

五 前各号に規定する施策の実施に関する目標

４ 市町村（指定都市等を除く。）は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件
に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。



19

（参考）地球温暖化対策推進法 実行計画に関する規定 2/４

５ 市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する
次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 地域脱炭素化促進事業の目標

二 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（以下「促進区域」という。）

三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模

四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項

五 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項

イ 地域の環境の保全のための取組

ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

６ 促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる
事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。

７ 前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件
に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。

８ 都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の
削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の
削減等が行われるよう配意するものとする。

９ 市町村は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実
行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

10 都道府県及び市町村（地方公共団体実行計画において、第三項各号又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次
項において同じ。）は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な
措置を講ずるものとする。
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（参考）地球温暖化対策推進法 実行計画に関する規定 3/４

11 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならな
い。

12 都道府県が地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項（第六項に規定する都道府県の基準を含む。）を定めようとする
場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号若しくは第五項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、第二十二
条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方
公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。

13 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。

14 第九項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

15 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガ
ス総排出量を含む。）を公表しなければならない。

16 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団
体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができる。

17 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
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（参考）地球温暖化対策推進法 実行計画に関する規定 4/４

（地方公共団体実行協議会）

第二十二条 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定及
び実施に関し必要な協議を行うための協議会（以下「地方公共団体実行計画協議会」という。）を組織することができる。

２ 地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村

二 関係行政機関、関係地方公共団体、第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第三十八条第一項に規定する地
域地球温暖化防止活動推進センター、地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者その他の事業者、住民その他の当該地域における地球
温暖化対策の推進を図るために関係を有する者

三 学識経験者その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者

３ 主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な
助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

４ 地方公共団体実行計画協議会において協議が調った事項については、地方公共団体実行計画協議会の構成員は、その協議の結果を尊
重しなければならない。

５ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画協議会の運営に関し必要な事項は、地方公共団体実行計画協議会が定める。

（地球温暖化対策地域協議会）

第四十条 地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を
行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議
会（以下「地域協議会」という。）を組織することができる。

２ 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない

３ 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
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（参考）地方自治法 実行計画に関する規定

（特別区）

第281条 （略）

２ 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれ
に基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

（市に関する規定の適用）

第283条 （略）

２ 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により
特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

３ （略）

（組合の種類及び設置）

第284条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。

２～４ （略）

（普通地方公共団体に関する規定の準用）

第292条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあって
あつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあってあつては市に関する規定、その他のものに
あってあつては町村に関する規定を準用する。
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合同庁舎５号館内のPETボトル回収機

※ ZEB Oriented：30～40％以上の省エネ等を図った建築物、ZEB Ready：50％以上の省エネを図った建築物

※電動車：電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車

太陽光発電
設置可能な政府保有の建築物（敷地含

む）の約50％以上に太陽光発電設備を

設置することを目指す。

新築建築物
今後予定する新築事業については原則ZEB Oriented相当以上とし、

2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready相当となること
を目指す。 

公用車
代替可能な電動車がない場合等を除き、新規
導入・更新については2022年度以降全て電動
車とし、ストック（使用する公用車全体）でも

2030年度までに全て電動車とする。

ＬＥＤ照明
既存設備を含めた政府全体のＬＥＤ
照明の導入割合を2030年度までに

100％とする。

再エネ電力調達
2030年までに各府省庁で調達する

電力の60％以上を再生可能エネ

ルギー電力とする。

廃棄物の３Ｒ＋Renewable
プラスチックごみをはじめ庁舎等から排出される廃棄物の3Ｒ+Renewableを徹底し、
サーキュラーエコノミーへの移行を総合的に推進する。

新計画に盛り込まれた主な取組内容

2050年カーボンニュートラルを見据えた取組
2050年カーボンニュートラルの達成のため、庁舎等の建築物における燃料を使用する設備について、脱炭素化された電力による電化を進める、電化が困難な設備に
ついて使用する燃料をカーボンニュートラルな燃料へ転換することを検討するなど、当該設備の脱炭素化に向けた取組について具体的に検討し、計画的に取り組む。

（参考）政府実行計画の概要 2021年10月22日閣議決定

◼ 政府の事務・事業に関する温室効果ガスの排出削減計画（温対法第20条）

◼ 目標を2030年度までに50％削減（2013年度比）と設定。その達成に向け、太陽光発電の最大限導入、新
築建築物のZEB化、電動車・LED照明の導入徹底、積極的な再エネ電力調達等について率先実行。

※毎年度、中央環境審議会において意見を聴きつつ、フォローアップを行い、着実なPDCAを実施。
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地方公共団体実行計画（事務事業編）における政府実行計画に準じた目標設定

■ 地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）では、地方公共団体実行計画（事務事業編）に関する取組は、
政府実行計画※（令和３年10月22日閣議決定）に準じて行うことが求められている。

■ 政府実行計画においては、温室効果ガス削減目標を2030年度までに50%削減（2013年度比）に見直し、再生可能エ
ネルギーの最大限の活用をはじめとした下記の取組が記載されているが、事務事業編において、政府実行計画に準じた目
標を設定している地方公共団体は、概ね1割以下にとどまっている状況。

■ 事務事業編において政府実行計画に準じた目標設定を行うとともに、計画的に取組を推進いただきたい。

※公共インフラや構造物、エネルギー供給インフラ等は一度導入すると排出構造が長期に及ぶことから今から進めることが重要

※ ZEB Oriented：30～40％以上の省エネ等を図った建築物、ZEB Ready：50％以上の省エネを図った建築物※電動車：電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車

太陽光発電
設置可能な建築物（敷地含む）の約50％
以上に太陽光発電設備を設置することを目指す。

新築建築物
今後予定する新築事業については
原則ZEB Oriented相当以上とし、
2030年度までに新築建築物の

平均でZEB Ready相当
となることを目指す。 

公用車
代替可能な電動車がない場合等を除
き、新規導入・更新については2022
年度以降全て電動車とし、ストック
（使用する公用車全体）でも2030年度

までに全て電動車とする。

ＬＥＤ照明
既存設備を含めたＬＥＤ照明の
導入割合を2030年度までに

100％とする。

再エネ電力調達
2030年までに調達する電力の

60％以上を再生可能エネル

ギー電力とする。

政府実行計画に盛り込まれた主な取組内容毎の、地方公共団体における目標設定状況（令和5年10月時点）

「令和5年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に
関する法律施行状況調査」より

設定していない設定している

※「全体」には地方公共団体の組合を含む

※ 政府の事務・事業に関する温室効果ガスの排出削減計画
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（参考）規制改革実施計画 施行状況調査に関する記載

「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」（令和3年10月22日公表）における2030年度の太
陽光発電の導入見込みにおいて、「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117
号）に基づく政府実行計画等に基づき、公共部門が率先して実行」することで6.0GW（以下「GW
導入目標」という。）分の導入が見込まれているが、その達成に向けて着実にPDCAを回していくために、
以下の措置を講ずる。

a. 環境省は、各省庁及び地方公共団体に対して行うフォローアップ調査や施行状況調査等を通じ
て、施設の種別等に応じて太陽光発電のkWベースでの導入実績及び2030年度の導入見通し
の把握を実施する。また、把握した地方公共団体の施設種別の導入実績・導入見通しは、各省
庁に共有する。

b. 環境省及びその他各省庁は、aにおいて把握した国及び地方公共団体における導入見通しの総
計とGW導入目標との整合性を踏まえて、施設種別に、kWベースでの2030年度の主に太陽光
発電による再生可能エネルギーの導入目標を策定し、GW導入目標の達成に向けたPDCAを回
す仕組みを構築する。

c. 関係省庁は、所管する行政分野に関する事務を担当する地方公共団体の各部局に対して、地
方公共団体が所有する公共施設（敷地を含む）において主に太陽光発電による再生可能エネ
ルギーの導入が進むよう支援や助言、情報提供等を実施する。

d. 環境省は、各省庁に対して行うフォローアップ調査等を通じて、各省庁が把握するよう努めた独立
行政法人等の計画策定状況及びｋＷベースの導入実績について取りまとめ、その状況を公表す
る。また、地方公共団体実行計画策定・実施マニュアルに「国・地方公共団体以外の公的機関
の率先実行の促進」に関する記載を追加しており、さらに、施行状況調査に地方独立行政法人
の計画策定等に関する設問を追加し、結果を取りまとめて公表する。

e. 環境省は、低炭素社会実行計画等を策定している特殊法人であったとしても、当該法人が策定
する同計画に、政府実行計画に定められた各種目標が内包されていない場合には、政府実行
計画に準じた計画の策定を当該特殊法人に促すとともに、政府実行計画に準じた計画の策定が
適当でない場合はその理由を把握する等の取組を各省庁に対して依頼する。

「2030年度におけるエネルギー需
給の見 通し」（令和３年10月
22日公表）における2030年度
の太陽光発電の導入見込みにお
いて、「地球温暖化対策の推進に
関する法律に基づく政府実行計
画等に基づき、公共部門が率先し
て実行」することで6.0ＧＷ（以下
「ＧＷ導入目標」という。）分の導
入が見込まれているが、環境省及
びその他各府省庁は、ＧＷ導入
目標の達成に向けたＰＤＣＡを
回す仕組みとして連絡会議を設置
し、当該連絡会議を活用して、施
設種別のｋＷベースでの2030 
年度の主に太陽光発電による再
生可能エネルギーの導入目標の策
定・精緻化も含め、ＧＷ導入目
標の着実な達成に向けて適切に
調整を行うなど必要な措置を講ず
る。

◎令和4年度規制改革実施計画（令和4年6月7日閣議決定） p43～44抜粋

◎令和5年度規制改革実施計画
（令和5年6月16日閣議決定）
 p44～45抜粋
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